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〔諮問・答申事項〕 

第１号 すぎのこ幼稚園廃止認可 

 

区   分 内     容 

１ 名    称 すぎのこ幼稚園 

２ 位    置  青森市大字大野字前田７５番地３ 

３ 設 置 者 名 
青森市大字大野字前田７５番地３ 

学校法人杉の子学園（理事長 藤本 ふみ） 

４ 園 長 名  藤本 ふみ 

５ 廃 止 の 理 由 幼保連携型認定こども園の認可を受けるため、廃止するものである。 

６ 廃 止 の 時 期 平成２７年３月３１日 

７ 収 容 定 員 等 

園 児 学級数 定 員 

満３歳児 １ ２０ 

３歳児 ３ ６０ 

４歳児 ３ ７５ 

５歳児 ３ ７５ 

計 １０ ２３０ 
 

８ 生徒の処遇 
在籍園児については、新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園「幼保連

携型認定こども園 すぎのこ幼稚園」に全て引き継ぐ。 

９ 教職員の処遇 
 新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園において全員引き続き雇用す

る。 

１０ 施設・設備  新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園に全て引き継ぐ。 

 

≪参考≫ 園児数の状況（平成２６年５月１日現在） 

 満３歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合 計 充足率 

園 児 数 １名 ７６名 ７１名 ７６名 ２２４名 ９７．４％ 
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〔諮問・答申事項〕 

第２号 第二すぎのこ幼稚園廃止認可 

 

区   分 内     容 

１ 名    称 第二すぎのこ幼稚園 

２ 位    置  青森市はまなす１丁目７の１ 

３ 設 置 者 名 
青森市大字大野字前田７５番地３ 

学校法人杉の子学園（理事長 藤本 ふみ） 

４ 園 長 名  藤本 ふみ 

５ 廃 止 の 理 由 幼保連携型認定こども園の認可を受けるため、廃止するものである。 

６ 廃 止 の 時 期 平成２７年３月３１日 

７ 収 容 定 員 等 

園 児 学級数 定 員 

満３歳児 １ ２０ 

３歳児 ２ ６０ 

４歳児 ２ ６０ 

５歳児 ２ ６０ 

計 ７ ２００ 
 

８ 生徒の処遇 
在籍園児については、新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園「幼保連

携型認定こども園 第二すぎのこ幼稚園」に全て引き継ぐ。 

９ 教職員の処遇 
 新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園において全員引き続き雇用す

る。 

１０ 施設・設備  新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園に全て引き継ぐ。 

 

≪参考≫ 園児数の状況（平成２６年５月１日現在） 

 満３歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合 計 充足率 

園 児 数 ４名 ４５名 ５７名 ４７名 １５３名 ７６．５％ 
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〔諮問・答申事項〕 

第３号 弘前大谷幼稚園廃止認可 

 

区   分 内     容 

１ 名    称 弘前大谷幼稚園 

２ 位    置  弘前市新寺町１５６番地２号 

３ 設 置 者 名 
弘前市新寺町１５６番地２号 

学校法人専徳寺学園（理事長 藤野 和子） 

４ 園 長 名  藤野 和子 

５ 廃 止 の 理 由 幼保連携型認定こども園の認可を受けるため、廃止するものである。 

６ 廃 止 の 時 期 平成２７年３月３１日 

７ 収 容 定 員 等 定員 ２１５名 

８ 生徒の処遇 
在籍園児については、新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園「認定こ

ども園 弘前大谷幼稚園」に全て引き継ぐ。 

９ 教職員の処遇 
 新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園において全員引き続き雇用す

る。 

１０ 施設・設備  新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園に全て引き継ぐ。 

 

≪参考≫ 園児数の状況（平成２６年５月１日現在） 

 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合 計 充足率 

園 児 数 ５名 １７名 ２２名 ４４名 ２０．５％ 
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〔諮問・答申事項〕 

第４号 さつき幼稚園廃止認可 

 

区   分 内     容 

１ 名    称 さつき幼稚園 

２ 位    置  十和田市西十四番町１９番１３号 

３ 設 置 者 名 
十和田市西十四番町１９番１３号 

学校法人さつき学園（理事長 古舘 きよ） 

４ 園 長 名  古舘 きよ 

５ 廃 止 の 理 由 幼保連携型認定こども園の認可を受けるため、廃止するものである。 

６ 廃 止 の 時 期 平成２７年３月３１日 

７ 収 容 定 員 等 

園 児 定 員 

３歳児 ４０ 

４歳児 ６０ 

５歳児 ６０ 

計 １６０ 
 

８ 生徒の処遇 
在籍園児については、新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園「認定こ

ども園 さつき幼稚園」に全て引き継ぐ。 

９ 教職員の処遇 
 新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園において全員引き続き雇用す

る。 

１０ 施設・設備  新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園に全て引き継ぐ。 

 

≪参考≫ 園児数の状況（平成２６年５月１日現在） 

 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合 計 充足率 

園 児 数 ４３名 ４４名 ４２名 １２９名 ８０．６％ 
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〔諮問・答申事項〕 

第５号 木造西幼稚園廃止認可 

 

区   分 内     容 

１ 名    称 木造西幼稚園 

２ 位    置  つがる市木造越水駒田６の１ 

３ 設 置 者 名 
西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字下富田２９番地２ 

学校法人みちのく学園（理事長 吉田 節子） 

４ 園 長 名  吉田 節子 

５ 廃 止 の 理 由 幼保連携型認定こども園の認可を受けるため、廃止するものである。 

６ 廃 止 の 時 期 平成２７年３月３１日 

７ 収 容 定 員 等 

園 児 学級数 入学定員 

３歳児 １ ２０ 

４歳児 １ ３０ 

５歳児 １ ３０ 

計 ３ ８０ 
 

８ 生徒の処遇 
在籍園児については、新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園「認定こ

ども園 木造西幼稚園」に全て引き継ぐ。 

９ 教職員の処遇 
 新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園において全員引き続き雇用す

る。 

１０ 施設・設備  新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園に全て引き継ぐ。 

 

≪参考≫ 園児数の状況（平成２６年５月１日現在） 

 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合 計 充足率 

園 児 数 ５名 ５名 ７名 １７名 ２１．３％ 
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〔諮問・答申事項〕 

第６号 蟹田幼稚園廃止認可 

 

区   分 内     容 

１ 名    称 蟹田幼稚園 

２ 位    置  東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田１２２番地２ 

３ 設 置 者 名 
東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田１２２番地２ 

学校法人蟹田幼稚園（理事長 鷲岳 孝子） 

４ 園 長 名  鷲岳 孝子 

５ 廃 止 の 理 由 幼保連携型認定こども園の認可を受けるため、廃止するものである。 

６ 廃 止 の 時 期 平成２７年３月３１日 

７ 収 容 定 員 等 

園 児 学級数 定 員 

３歳児 １ ３０ 

４歳児 １ ３０ 

５歳児 １ ３０ 

計 ３ ９０ 
 

８ 生徒の処遇 
在籍園児については、新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園「認定こ

とも園 風のまちこども園」に全て引き継ぐ。 

９ 教職員の処遇 
 新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園において全員引き続き雇用す

る。 

１０ 施設・設備  新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園に全て引き継ぐ。 

 

≪参考≫ 園児数の状況（平成２６年５月１日現在） 

 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合 計 充足率 

園 児 数 １０名 ６名 ７名 ２３名 ２５．６％ 
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〔諮問・答申事項〕 

第７号 おおわに文化幼稚園廃止認可 

 

区   分 内     容 

１ 名    称 おおわに文化幼稚園 

２ 位    置  南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田１５番地１ 

３ 設 置 者 名 
南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田１５番地１ 

学校法人北原学園（理事長 佐藤 壽子） 

４ 園 長 名  山内 仁美 

５ 廃 止 の 理 由 幼保連携型認定こども園の認可を受けるため、廃止するものである。 

６ 廃 止 の 時 期 平成２７年３月３１日 

７ 収 容 定 員 等 
学級数 入学定員 

３ ９０ 
 

８ 生徒の処遇 
在籍園児については、新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園「幼保連

携型認定こども園 あじゃら中央保育園」に全て引き継ぐ。 

９ 教職員の処遇 
 新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園において全員引き続き雇用す

る。 

１０ 施設・設備  新たに認可を受ける予定の幼保連携型認定こども園に全て引き継ぐ。 

 

≪参考≫ 園児数の状況（平成２６年５月１日現在） 

 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合 計 充足率 

園 児 数 ４名 ３名 ５名 １２名 １３．３％ 

 

 



- 8 - 
 

〔諮問・答申事項〕 

 第８号 ひばり幼稚園収容定員（減）に係る園則変更認可 

 

区   分 内     容 

１ 名    称 ひばり幼稚園 

２ 位    置  弘前市大字大開２丁目４の３ 

３ 設 置 者 名 
弘前市大字大開２丁目４の３ 

学校法人大開学園（理事長 石山 一範） 

４ 園 長 名  石山 いつ子 

５ 変 更 の 理 由 収容定員と実員との乖離が生じているため、収容定員を減ずるものである。 

６ 変 更 の 時 期 平成２７年４月１日 

７ 収 容 定 員 等 

 

園 児 変更前 変更後 増 減 

３歳児 ２０名（１学級） ２０名（１学級） ０名（０学級） 

４歳児 ３５名（１学級） ２０名（１学級） △１５名（０学級） 

５歳児 ３５名（１学級） ２０名（１学級） △１５名（０学級） 

計 ９０名（３学級） ６０名（３学級） △３０名（０学級） 

８ 教職員組織 

職 名 人 数 備 考 

園  長    （専任） １名 

教職員組織に変更はない。 

教  頭    （専任） １名 

教  諭    （専任） ２名 

教  諭    （兼任） １名 

保育補助員   （専任） １名 

給 食 員   （兼任） １名 

運 転 手   （兼任） １名 

計  ８名  
 

 

≪参考≫ 過去５年間の園児数の推移（各年度５月１日現在） 

 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

定 員 数 ９０名 ９０名 ９０名 ９０名 ９０名 

園 児 数 ３７名 ３４名 ３９名 ３３名 ３１名 

充 足 率 ４１.１％ ３７．８％ ４３．３％ ３６．７％ ３４．４％ 
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〔諮問・答申事項〕 

第９号 弘前みなみ幼稚園収容定員（減）に係る園則変更認可 

 

区   分 内     容 

１ 名    称 弘前みなみ幼稚園 

２ 位    置  弘前市大字原ヶ平字山中３２番地１０ 

３ 設 置 者 名 
弘前市大字原ヶ平字山中３２番地１０ 

学校法人一弘学園（理事長 秋元 チヨ） 

４ 園 長 名  秋元 信行 

５ 変 更 の 理 由 収容定員と実員との乖離が生じているため、収容定員を減ずるものである。 

６ 変 更 の 時 期 平成２７年４月１日 

７ 収 容 定 員 等 

園 児 変更前 変更後 増 減 

３歳児  ６０名（３学級）  ４６名（２学級）  １４名（△１学級） 

４歳児  ７０名（２学級）  ４１名（２学級） △２９名（ ０学級） 

５歳児  ７０名（２学級）  ４１名（２学級） △２９名（ ０学級） 

計 ２００名（７学級） １２８名（６学級） △７２名（△１学級） 
 

８ 教職員組織 

職 名 人 数 備 考 

園  長  （専任） １名 

教職員組織に変更はない。 

副 園 長  （専任） １名 

教  諭  （専任） ５名 

事務職員  （専任） １名 

給 食 員  （専任） １名 

運 転 手  （専任） ２名 

計  １１名  
 

 

≪参考≫ 過去５年間の園児数の推移（各年度５月１日現在） 

 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

定 員 数 ２００名 ２００名 ２００名 ２００名 ２００名 

園 児 数 １０４名 １０７名 ９６名 ７４名 ６５名 

充 足 率 ５２．０％ ５３．５％ ４８．０％ ３７．０％ ３２．５％ 
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〔諮問・答申事項〕 

第１０号 東雲幼稚園収容定員（減）に係る園則変更認可 

 

区   分 内     容 

１ 名    称 東雲幼稚園 

２ 位    置  黒石市大字上山形字中野馬場２４番地の２ 

３ 設 置 者 名 
黒石市大字上山形字中野馬場２４番地の２ 

学校法人東英学園（理事長 佐藤 俊裕） 

４ 園 長 名  佐藤 勝美 

５ 変 更 の 理 由 収容定員と実員との乖離が生じているため、収容定員を減ずるものである。 

６ 変 更 の 時 期 平成２７年４月１日 

７ 収 容 定 員 等 

園 児 変更前 変更後 増 減 

３歳児  ２０名（１学級）  １５名（１学級）  △５名（ ０学級） 

４歳児  ３５名（１学級）  ２０名（１学級） △１５名（ ０学級） 

５歳児  ３５名（１学級）  ２０名（１学級） △１５名（ ０学級） 

計  ９０名（３学級）  ５５名（３学級） △３５名（ ０学級） 
 

８ 教職員組織 

職 名 人 数 備 考 

園  長  （兼任） １名 

教職員組織に変更はない。 

教  頭  （専任） １名 

教  諭  （専任） ２名 

補助教員  （専任） １名 

事務職員  （専任） １名 

計  ６名  
 

 

≪参考≫ 過去５年間の園児数の推移（各年度５月１日現在） 

 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

定 員 数 ９０名 ９０名 ９０名 ９０名 ９０名 

園 児 数 ２７名 ３０名 ２２名 ２２名 ２６名 

充 足 率 ３０．０％ ３３．３％ ２４．４％ ２４．４％ ２８．９％ 
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〔諮問・答申事項〕 

第１１号 金木幼稚園収容定員（減）に係る園則変更認可 

 

区   分 内     容 

１ 名    称 金木幼稚園 

２ 位    置  五所川原市金木町朝日山７７の１ 

３ 設 置 者 名 
五所川原市金木町朝日山７７の１ 

学校法人金木学園（理事長 片岡 八千雄） 

４ 園 長 名  片岡 八千雄 

５ 変 更 の 理 由 収容定員と実員との乖離が生じているため、収容定員を減ずるものである。 

６ 変 更 の 時 期 平成２７年４月１日 

７ 収 容 定 員 等 

園 児 変更前 変更後 増 減 

３歳児  ３５名（２学級）  ２７名（２学級）  △８名（ ０学級） 

４歳児  ３５名（１学級）  ２０名（１学級） △１５名（ ０学級） 

５歳児  ３５名（１学級）  ２０名（１学級） △１５名（ ０学級） 

計 １０５名（４学級）  ６７名（４学級） △３８名（ ０学級） 
 

８ 教職員組織 

職 名 人 数 備 考 

園  長  （専任） １名 

教職員組織に変更はない。 
副 園 長  （専任） １名 

教  諭  （専任） ４名 

教  諭  （兼任） １名 

計  ７名  
 

 

≪参考≫ 過去５年間の園児数の推移（各年度５月１日現在） 

 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

定 員 数 １０５名 １０５名 １０５名 １０５名 １０５名 

園 児 数 ５２名 ３８名 ２８名 ２７名 ３１名 

充 足 率 ４９．５％ ３６．２％ ２６．７％ ２５．７％ ２９．５％ 
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〔諮問・答申事項〕 

第１２号 十和田みなみ幼稚園収容定員（減）に係る園則変更認可 

 

区   分 内     容 

１ 名    称 十和田みなみ幼稚園 

２ 位    置  十和田市穂並町４番５５号 

３ 設 置 者 名 
十和田市穂並町４番５５号 

学校法人吉田学園（理事長 吉田 毅） 

４ 園 長 名  木村 郁子 

５ 変 更 の 理 由 収容定員と実員との乖離が生じているため、収容定員を減ずるものである。 

６ 変 更 の 時 期 平成２７年４月１日 

７ 収 容 定 員 等 

園 児 変更前 変更後 増 減 

３歳児  ４０名（２学級）  ３０名（２学級） △１０名（ ０学級） 

４歳児  ４０名（２学級）  ３０名（１学級） △１０名（△１学級） 

５歳児  ４０名（２学級）  ３０名（１学級） △１０名（△１学級） 

計 １２０名（６学級）  ９０名（４学級） △３０名（△２学級） 
 

８ 教職員組織 

職 名 人 数 備 考 

園  長  （専任） １名 

教職員組織に変更はない。 

教  頭  （専任） １名 

教  諭  （専任） ５名 

事務職員  （専任） ２名 

技 能 員  （専任） １名 

計  １０名  
 

 

≪参考≫ 過去５年間の園児数の推移（各年度５月１日現在） 

 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

定 員 数 １２０名 １２０名 １２０名 １２０名 １２０名 

園 児 数 ８１名 ７２名 ７５名 ６８名 ６８名 

充 足 率 ５０．６％ ６０．０％ ６２．５％ ５６．７％ ５６．７％ 
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〔諮問・答申事項〕 

第１３号 育実幼稚園収容定員（減）に係る園則変更認可 

 

区   分 内     容 

１ 名    称 育実幼稚園 

２ 位    置  つがる市木造増田２５の１番地 

３ 設 置 者 名 
つがる市木造増田２５の１番地 

学校法人平田学園（理事長 平田 昌子） 

４ 園 長 名  平田 昌子 

５ 変 更 の 理 由 収容定員と実員との乖離が生じているため、収容定員を減ずるものである。 

６ 変 更 の 時 期 平成２７年４月１日 

７ 収 容 定 員 等 

園 児 変更前 変更後 増 減 

３歳児  ３０名（１学級）  ２０名（１学級） △１０名（ ０学級） 

４歳児  ３０名（１学級）  ２０名（１学級） △１０名（ ０学級） 

５歳児  ３０名（１学級）  ２０名（１学級） △１０名（ ０学級） 

計  ９０名（３学級）  ６０名（３学級） △３０名（ ０学級） 
 

８ 教職員組織 

職 名 人 数 備 考 

園  長  （専任） １名 

教職員組織に変更はない。 
教  頭  （専任） １名 

教  諭  （専任） ５名 

用 務 員  （兼任） １名 

計  ８名  
 

 

≪参考≫ 過去５年間の園児数の推移（各年度５月１日現在） 

 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

定 員 数 ９０名 ９０名 ９０名 ９０名 ９０名 

園 児 数 ５７名 ５８名 ６０名 ５７名 ４７名 

充 足 率 ６３．３％ ６４．４％ ６６．７％ ６３．３％ ５２．２％ 

 

 



- 14 - 
 

〔その他〕 

私立幼稚園設置認可等審査基準の一部改正について 

 

１ 私立幼稚園設置認可等審査基準（平成１６年４月１日制定。平成２３年４月１日改正） 

 本県私立幼稚園の設置の認可、収容定員に係る園則の変更の認可及び廃止の認可における審査基準を

定めたもの。 

 

２ 改正部分 

３歳児の職員配置基準について                  県の独自基準部分（下線部分） 

 施設類型 県基準 

改正案 

私立幼稚園 

３歳児おおむね２０人につき１人 

現行 
３歳児の学級について幼児数が 20人を超える場合は、専任の

教諭等を２人置かなければならない。 

 

（参考）認定こども園認定基準 

 施設類型 県基準 

新 

[H27～] 

幼保連携型認定こども園 

３歳児おおむね２０人につき１人 幼稚園型認定こども園 

保育所型認定こども園 

旧 幼保連携型認定こども園 

・共通利用時間（４時間）〔短時間利用児・長時間利用児共

通〕各学級（３５人以下）ごとに少なくとも１人（２０を

超える学級にあっては、２人） 

・長時間利用児  

３歳児おおむね２０人につき１人 

 

３ 改正案の具体的な内容 

３歳児１学級 

当たり幼児数 

職員配置 

改正案 現行 

常勤換算＊ 実数 常勤換算＊ 

～20人 1.0人 １人 1.0人 

21人～29人 1.0～1.4人 ２人 1.5人 

30人～35人 1.5～1.7人 ２人 1.5人 

※常勤換算の方法：非常勤職員の勤務時間÷就業規則に定める勤務時間 

現行の基準では、園児２０人を 1人でも超えると、職員を２人教育時間を通じて常に配置しなけれ

ばならない。 

改正案は、２０人を超えた場合に職員２人の配置を求めるという点では変わらないが、教育時間を

通じて専任の２人配置を求めておらず、例えば子どもが２１人の場合は専任の職員１人と他の教諭が

補助的に短時間入る等、園全体の中で実情に合わせてより柔軟に対応できることとしている。 


